
令和８年度久留米市中小企業成長経営支援事業実施業務委託仕様書 

 

 

１. 委託業務名  

令和８年度久留米市中小企業成長経営支援事業実施業務 

  

２. 実施目的  

人口減少や需要構造の変化等の中長期的な社会構造の変動に加え、原材

料費・エネルギーコストの高騰等によるコストアップ、人材確保・定着の

ための持続的な賃上げの必要性の高まりなど、中小企業の経営環境は依然

として厳しい状況にある。 

このような状況下で、外貨獲得や域内取引・雇用の増加、賃金引上げ等

の実現により、地域経済を牽引していく企業を「地域中核企業」と定義し、

市内中小企業が地域中核企業へ成長していくことを後押ししたいと考えて

いる。 

本事業は、地域中核企業としての成長意欲がある企業に対する集中的な

伴走型の支援を実施することにより、各企業の成長段階に応じた課題の解

決を支援し、成長経営の自走化に導くことを目的とする。 

 

３. 委託期間 

契約締結日から令和９年３月３１日まで 

 

４. 業務概要 

候補企業に対する伴走支援業務 

・支援企業数 ２社程度 ※ ２社を上回る提案も可 

・支援対象 久留米市内の中小企業 

 

５. 業務内容 

受託者は、上記２．の目的を達成するため、下記に定める業務を総合的  

に企画・運営するものとする。 

（１）業務実施方針の策定 

   市内中小企業等の現状分析に基づき、業務の目的を効果的に達成できる 

実施方針を策定する。 

 

（２）支援先企業の公募・選定に係る業務 

  ① 支援先企業の公募に係る業務 

    本市が実施する支援先企業の公募に係る広報や選定プロセス等に関

し、専門的な知見による助言や協力等を行う。 



  ② 支援先企業の選定に係る業務 

    支援先企業の選定にあたり、地域中核企業への成長が見込まれる企業

であるか、成長を実現するための支援の方法・有効性等に関して専門的

知見から本市に対して助言できる体制を構築する。 

 

（３）支援先企業に対する集中支援 

   支援対象として本市が選定した支援先企業に対し、以下の支援を行う。

なお、総支援期間を最長3年間と想定し、総支援期間を踏まえた支援を実

施すること。 

  

①  支援先企業に対する支援計画・成果目標の策定 

    支援先企業から応募時に提出された資料や追加ヒアリング、市場調査

等を踏まえ、各支援先企業の課題やニーズに応じた支援計画を策定する。 

    本業務での支援期間は最大で６カ月（令和８年１０月～令和９年３

月）とし、令和８年度中の成果目標に加え、３年後（令和１０年度末）

及び５年後（令和１２年度末）における目標についても盛り込むこと。 

②  コンサルティング支援 

    策定した支援計画に基づき、各支援先企業に対する伴走型のコンサル

ティング支援を行う。コンサルティング支援においては、課題解決のた

めの助言及びタスクの進捗管理に加え、他の支援策・支援機関との連携

を図ること。 

③  他の支援策や支援機関等の紹介 

    各種補助金、計画認定、税制優遇等の支援策の情報を収集の上、各支

援先企業に対し、必要に応じてこれら支援策の紹介や支援策を実施する

支援機関等への取次ぎを実施すること。 

なお、支援先企業の情報を支援機関等へ共有する場合には、事前に支

援先企業の承諾を得ること。 

④  課題解決に資する知見を有する専門家等の紹介 

支援先企業に対し、必要に応じて課題解決に資する知見を有する専

門家等を紹介すること。コンサルティング支援の一環として専門家を

支援メンバーの一員とする場合には、事前に支援先企業及び本市の承

諾を得て実施するものとし、その際に発生する謝金等は受託者の負担

とする。なお、専門家等と候補企業が直接契約することにより発生す

る費用は支援先企業の負担とする。 

 

（４）支援成果の評価及び報告書のとりまとめ 

支援先企業ごとに支援成果の評価を行い、支援の実施内容や結果、成果 



をとりまとめた報告書を作成の上、令和９年３月３１日までに成果物とし

て納品すること。 

 

 （５）成果事例等のＰＲに関連する企画の支援 

    成果事例報告会の開催等、本事業における支援内容・成果事例等を、

一般に広く紹介するために市が実施する企画を支援すること。 

 

 （６）追加業務 

    業務の実施にあたり、受託者が（１）～（５）の業務に加えて目的の

達成に資すると考える業務があれば、委託費の範囲内で提案できるもの

とする。 

 

 （７）定期打ち合わせへの参加 

    業務の進捗確認のため、本市が開催する定期打ち合わせに参加するこ

と。打ち合わせでは、業務の進捗状況及び各候補企業に対する支援状況

等を受託者より報告するものとする。 

 

 （８）その他 

   （１）～（７）のほか、事業実施にあたって必要となる業務。 

 

６. 委託限度額（提案上限額） 

５，９０９，０９０円 

※上記の金額は、消費税及び地方消費税を含まない。 

 

７．秘密の保持について 

   受託者は、本業務を通じて知りえた秘密の第三者への漏えい、資料及び

データの紛失、滅失、毀損、盗難等を防止するために必要な措置を講じな

ければならない。また、本業務の結果データ等の使用、保存、処分等に 

あたっては、秘密の保持に十分配慮するとともに、久留米市の指示に従わ

なければならない。 

 

８. 情報公開及び提供 

市は提出された提案書等について、久留米市情報公開条例（平成１３年９

月２８日条例第２４号）の規定による請求に基づき、第三者に開示すること

ができるものとする。ただし、法人等の競争上の地位その他正当な利益を害

すると認められる情報は非開示となる場合がある。また、本プロポーザルに

よる契約締結前において、公正又は適正な候補者選定に影響がでる恐れがあ

る情報については決定後の開示とする。 

 



９. 著作権について 

本業務によって生じた成果物の著作権は、久留米市に帰属する。ただし、

受託者が受託前から保持する著作物あるいは第三者の著作物の著作権は受

託者あるいは第三者に帰属するものとする。 

  

１０. その他 

   本仕様書に関して疑義が生じた事項及び本仕様書に定めがない事項は、

久留米市と受託者が、都度協議し解決するものとする。 

 

 

以 上 


